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よ
り
土
地
Ａ
は
二
〇
、
そ
れ
か
ら
土
地
Ｂ
は
二
ニ
ブ
ッ
シ
ェ
ル
生
産
す
る

　
も
の
ど
し
よ
う
。
土
地
Ｂ
で
の
新
し
い
一
〇
ブ
ヅ
シ
ェ
ル
は
何
の
地
代
も

　
も
た
ら
さ
ず
、
今
度
も
、
Ｓ
ｌ
８
１
１
Ｎ
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
地
代
と
い
う
以
前

　
　
の
差
異
が
な
お
存
在
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
以
前
と
同
様
に
、
土
地
Ａ
が
な

　
　
お
一
般
的
生
産
価
格
を
決
定
し
、
す
べ
て
の
土
地
種
類
は
「
競
争
力
が
あ

　
　
る
」
ま
ま
で
あ
る
（
「
競
争
力
が
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
エ
ソ
ゲ
ル
ス
に
よ

　
　
っ
て
も
非
常
に
独
特
た
方
法
で
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

　
　
の
簡
便
生
の
ゆ
え
に
そ
れ
に
従
っ
て
き
た
。
）
。

　
　
　
な
お
先
に
進
ん
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
ひ
と
た
び
耕
作
さ
れ
た
土

　
　
地
種
類
が
す
べ
て
競
争
力
を
も
っ
て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
産
の

　
　
拡
大
に
よ
っ
て
地
代
が
滅
少
す
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
。
し
か
し
た
が
ら
、

　
　
そ
れ
に
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
が
差
額
地
代
皿
か
ら
ひ
き
出
し
た
結
論
が
、

　
　
た
っ
た
い
ま
批
判
し
た
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
主
張
と
全
く
対
立
す
る
と
い
う
こ

　
　
と
を
示
せ
ぱ
十
分
で
あ
る
。
　
（
第
二
巻
二
六
二
－
二
七
〇
頁
参
照
）

（
３
）
　
っ
ま
り
、
「
利
用
可
能
地
」
に
分
割
さ
れ
た
総
地
代
。

（
４
）
　
一
八
七
六
－
八
○
年
と
一
八
八
六
－
九
〇
年
は
『
小
辞
典
』
の
穀
物
価

　
　
格
に
よ
る
。
一
八
四
六
－
五
〇
年
お
よ
び
一
八
六
六
－
七
〇
年
は
官
庁
統

　
　
計
よ
り
筆
者
が
算
定
（
一
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ル
の
ラ
イ
麦
１
１
四
〇
キ
目
グ
ラ
ム
）
。

共
同

研
究

一
六
　
（
四
八
二
）

昭
和
五
十
年
度
第
四
回
研
究
会
（
七
月
四
日
）

▼
テ
ー
マ
　
県
民
所
尋
統
計
発
展
の
現
状
と
間
題
点

　
報
告
者
　
後
藤
文
治
氏

報
告
要
旨

　
一
　
は
じ
め
に

　
報
告
者
は
、
さ
き
に
「
県
民
所
得
統
計
の
発
展
と
県
民
所
得
標
準
方

式
」
と
題
す
る
研
究
ノ
ー
ト
を
本
誌
の
左
記
各
号
に
わ
た
っ
て
掲
載
し

た
。

　
（
本
誌
巻
号
）

雛
十
八
巻
第
五
・
六
号

第
十
九
巻
第
四
号
－

第
二
十
巻
第
四
号

第
二
十
三
巻
第
四
号

今
回
の
研
究
会
報
告
は
、

　
（
研
究
ノ
ー
ト
の
章
別
）

　
　
序
章
～
第
四
章

　
　
第
五
章

　
　
策
六
章

　
　
第
七
ぞ
八
章
（
結
言
）

右
記
の
研
究
ノ
ー
ト
の
あ
と
を
受
げ
て
、

県
民
所
得
統
計
の
発
展
の
経
緯
と
現
状
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
間
題
点
に
つ
い
て
論
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
た
が
ら
、
本
報
告
に
お
い
て
は
、
報
告
テ
ー
ブ
の
内
容
の
上



か
ら
み
て
、
詳
細
は
右
記
の
研
究
ノ
ー
ト
の
参
照
に
譲
ら
ざ
る
を
俗
た

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
ノ
ー
ト
と
り
ま
と
め
以
後
の
推
移
を
補
足
し
た

が
ら
、
概
述
的
報
告
を
行
な
っ
た
。

　
二
　
県
民
所
得
統
計
の
意
義
・
役
割
と
墓
本
的
問
題
点

　
そ
も
そ
も
県
民
所
得
と
い
う
概
念
は
、
国
民
所
得
の
概
念
を
県
と
い

う
地
域
範
囲
に
適
用
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
推
計
対
象
と
し
た
県
民
所

得
統
計
は
、
あ
た
か
も
国
に
お
け
る
閏
民
所
得
統
計
と
同
じ
意
義
・
役

割
を
も
っ
て
、
県
の
段
階
で
白
主
的
に
作
成
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
を
全
県
に
わ
た
っ
て
と
り
ま
と
め

る
と
、
地
域
別
国
民
所
得
統
計
と
し
て
の
体
系
を
構
成
す
る
と
い
う
忠

義
・
役
割
を
あ
わ
せ
も
つ
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
義
・
役
割
を
も
っ
た
県
民
所
得
統
計
の
作
成
お
よ
び

利
用
に
っ
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
民
所
得
統
計
に
お
け
る

概
念
観
定
や
計
算
体
系
を
共
通
の
基
準
と
し
て
の
、
相
互
比
較
の
た
め

の
標
準
化
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
後
述
の
よ
う
に
、
困
民
所
得

統
計
の
作
成
機
関
で
あ
る
経
済
企
画
庁
に
よ
り
県
民
所
得
推
計
標
準
方

式
が
提
示
さ
れ
、
県
民
所
得
統
計
の
全
県
レ
ベ
ル
に
お
け
る
発
展
が
推

進
さ
れ
て
来
た
が
、
そ
の
発
展
の
推
移
の
基
底
に
は
、
理
論
的
お
よ
び

　
　
　
　
共
同
研
究
室

実
際
的
の
両
而
に
わ
た
っ
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
、
某
本
的
問
題
点
が
伏

在
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
理
論
的
な
面
に
お
げ
る
基
本
的
問
題
点
の
最
大
の
も
の
と
し
て

は
、
県
と
い
う
行
政
区
域
を
単
位
と
す
る
地
域
経
済
を
対
象
と
し
て
、

国
の
場
合
の
国
民
所
得
の
推
計
に
準
じ
て
、
県
民
所
得
の
推
計
を
行
な

う
こ
と
の
理
論
的
な
根
拠
な
い
し
妥
当
性
の
有
無
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
国
の
場
合
と
は
異
た
る
事
情
と
し
て
、
県
の
場
合
は
、
そ
れ
は

た
ん
な
る
行
政
区
画
に
よ
る
地
域
単
位
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
で
は
白
給
度

も
独
立
性
も
低
く
、
一
つ
の
、
ま
と
ま
っ
た
経
済
圏
と
し
て
、
口
己
完

納
的
な
経
済
循
環
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
地
域
経
済
の
特
性
に
対
す
る
考
え
方
と
り
扱
い
方
の
い
か

ん
に
よ
っ
て
は
、
県
民
所
得
推
計
の
実
施
や
利
用
の
面
で
、
消
極
的
な

い
し
否
定
的
な
見
解
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
に
、
そ
の
旨
の

提
言
は
、
県
民
所
得
推
計
着
手
の
当
初
の
時
期
か
ら
、
関
係
者
の
一
部

に
お
い
て
し
ぱ
し
ぱ
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

論
理
的
帰
結
を
み
る
に
至
っ
て
い
な
い
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
他
方
、
実
際
的
な
面
に
お
け
る
基
本
的
間
題
点
と
し
て
、
国
の
場
合

に
比
較
し
て
、
県
の
場
合
に
は
、
県
と
い
う
地
域
単
位
の
基
礎
資
料
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
（
四
八
三
）
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不
備
不
足
、
推
計
組
織
の
弱
さ
と
い
っ
た
制
約
条
件
を
抱
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
、
忽
諸
に
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
理
論
的
な
ら
び
に
実
際
的
な
面
に
お
け
る
基
本
的
間

題
点
の
所
在
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
は
、
県
民
所
得
統
計
の
発
展

の
推
移
を
検
討
・
評
価
し
、
ま
た
、
そ
の
将
来
の
方
向
付
げ
を
考
え
る

上
に
、
大
前
提
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
三
　
県
民
所
得
統
計
発
展
の
推
移
と
現
状

　
県
民
所
得
統
計
は
、
前
記
の
よ
う
た
基
本
的
間
題
点
を
伏
在
せ
し
め
一

　
　
　
　
　
　
　
　
県
民
所
得
の
普
及
発
展
に
関
す
る
年
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
（
四
八
四
）

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
初
期
の
頃
か
ら
、
国
民
所
得
統
計
の
．

顕
著
な
発
展
に
追
随
し
て
、
目
覚
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
て
来
て
い
る
が
、

こ
の
県
民
所
得
統
計
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
地
域
別
国
民
所
得
統
計
の

普
及
発
展
は
諸
外
国
に
類
例
を
み
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
県
民
所
得
統
計
の
普
及
発
展
の
推
移
や
現
到
達
点
に
つ
い
て
は
、

年
表
形
式
に
と
り
ま
と
め
た
、
っ
ぎ
の
表
を
利
用
し
て
、
報
告
を
行
な

っ
た
。
な
お
、
同
表
に
示
さ
れ
て
い
る
県
民
所
得
統
計
の
発
展
の
時
期

区
分
は
、
報
告
者
の
試
案
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。

県

民

所

得

統

計

（
参
考
）

国

民

所

得

統

計

時
期
区
分

標

準

方

式

推
計
実
施
状
況

国
連
標
準
方
式
一
わ
が
国
標
準
方
式
一

推
計
実
施
状
況

担
当
機
関

主
な
使
用
一
計
算
機

　
）
期
年

○
経
済
安
定
本
部
・
国
民

一
〇
鹿
児
島
県
は
じ
め
て
着
手○

卿
国
連
．
国
一
〇
ア
メ
リ
カ
商
一
　
－
　
　
　
　
　
務
省
方
式
に
一
民
所
得
推
計
一
範
を
と
る
。

○
生
産
所
得
・
個
人
所
一

２
１
年
大
蔵
省
企
画
一
算

盤

時
２
３

所
得
調
査
室
が
先
駆
県
一

○
研
究
・
試
算
着
手
県
続
出

得
に
重
点

室

手
　
～
着
２
２
　
和

の
依
頼
に
応
じ
個
別
指
一

導

試
案
「
国
民
一
所
得
の
測
定
一
と
杜
会
勘
一

０
２
３
年
後
半
国
民
総
支
一
　
出
試
算

２
２
年
経
済
安
定
本
一
　
　
部
財
政
金
融
一

局
国
民
所
得
一

１
昭
　
（

定
」
発
表

調
査
室

０
２
４
年
「
県
民
所
得
推
計
一
０
２
４
年
中
に
推
計
実
施
の
県
、
　
生
産
所
得
１
４
県
、
分
配
３

．
０
２
４
年
国
民
生
産
と
総
一

一
手
動
計

の
指
導
要
領
」
推
計
系
列
は
３
面
と
一

一
算
機

県
、

個
人
所
得
１
０
県

期

　
）
　
年
時
０
　
３

も
。
個
人
勘
定
・
総
生
産
一
〇
地
域
別
フ
ロ
ツ
ク
会
議
結
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
が
進
め
ら
れ
た
。
と
総
支
出
勘
定
作
成
。
一

２

及
４
一

０
２
６
年
「
県
民
所
得
推
計
一
０
２
８
～
２
９
年
に
全
県
に
普
及

２

に
関
す
る
試
案
」

。
祭
デ
・
幕
評
。
誰
雛
融
年
…
　
式
　
　
　
　
　
と
り
入
れ
・
一
０
２
７
年
に
・
２
５
年
分
・
一
２
７
年
経
済
審
議
庁
一



普皿

和昭（）年

推
計
系
列
は
、
個
人
一

所
得
、
生
産
所
得
に

重
点
、
県
氏
総
支
出

は
外
す
。

０
２
９
年
国
民
所
得
に
。
２
７
年
分
一
一

　
県
民
所
得
統
計
篇
の
集
録
一

　
を
始
む
。

０
３
１
年
「
県
民
所
得
の
標
一
０
４
系
列
の
推
計
普
及

一
〇
主
要
系
列
表

　
を
主
と
し
、

　
勘
定
表
を
従

　
に
置
く
。

勘
定
方
式
に
よ
り
試
一

算
、
実
質
所
得
試
算
．

０
２
９
年
、
５
～
２
７
年
一
■

　
　
し
た
推
計
方
式
一
一

噸

　
　
定
着
「
所
得
白
書
」

　
と
し
て
発
表
始
む
。

調
査
部
国
民

所
得
課

弁
５

－
撃
方
寿
Ｈ
，
剰
冠

一
　
１
　
　
　
．
　
　
　
　
ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

県
吋
生
産
所
得
一

３
～
１

主
要
系
列

県
民
分
配
所
得

－

県
内
生
産
所
得

個
人
所
得

’

３
和

県
民
個
人
所
得

個
人
支
出

昭
（

県
民
個
人
支
山
川

一
〇
時
系
列
整
備
に
努
む
。

期

期

補
助
系
列
　
県
民
分
配
所
得

一
〇
簡
易
速
報
推
計
の
開
発

時

産
業
別
個
人
所
得

一
〇
市
町
村
民
所
得
推
計
の
指

時

半

導
育
成

ム
ｕ
」
目

一
０
３
０
年
１
．
Ｏ
表
作
成
推
進
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
を
始
む
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
子
詞
雲
　
　
　
　
　
　
…
・
欝
章
。
雛
該
蹄
　
　
、
機
　
８
　
　
　
　
　
要
系
列
表
を
一
　
体
系
を
前
面
に
出
し
一
３
３
年
経
済
企
画
庁
一
０
９
５
Ｓ
Ｎ
Ａ
部
一
　
付
表
と
す
る
一
　
て
推
計
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
研
究
所
一
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
国
民
所
得
と
マ
ネ
ｉ
　
　
　
国
民
所
得
部
一
　
分
改
訂
　
　
一
〇
国
民
経
済
計
一
　
フ
ロ
ー
の
統
合
勘
定
○
・
…
勘
一
議
獲
胡
一
作
成
定
方
式
　
撤
置
の
上
研
、
。
鰯
鉾
鋸
躍
．
　
　
“

備

）年

整
０
４

～
６

。
欝
転
霧
辮
蹄
。
蜂
臨
賄
瞬
鞠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
（
至
誠
堂
刊
行
）

一
〇
上
記
部
分
改
訂
の
と
り
入

“

３

’

皿

和

れ
普
及

昭

一
〇
市
町
村
民
所
得
の
指
姦

“

（

“

期

ヒ
イ

時

一
０
３
５
年
１
・
Ｏ
表
作
成
推
進

半

一
〇
長
期
時
系
列
の
一
貫
推
計

後

の
推
進

０
４
１
年
「
県
民
所
得
の
標
一
〇
上
記
原
案
国
民
所
得
部
で

）
年

準
方
式
」
の
改
訂
に
。
着
一
手
　
主
要
系
列
表
を
主
と
一

作
成
、
県
別
・
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
・
実
務
者
検
討
作
業
部
会
等
で
検
討
を
進
む
。

一
・
綴
雛
鮮
。
辮
蕪
震
命
置
一
峯
一
議
蹴
所
得
統
計
年
一

一
卓
上
電
一
子
計
算

一
機

５
４

～
１

　
報
」
と
し
て
公
表
一
。
鰯
鉾
磁
躍
、

一
コ
ソ
ピ

Ｈ

噛
表
を
従
に
置
一
・
鑓
鶴
瞬
鞠

　
８
０
９
６
新
Ｓ
Ｎ
Ａ
一

一
ユ
ー
タ

期

４和

’

沼

編
集
（
至
誠
堂
刊
行
）

’
１
最
終
案
提
示
、

ミ
隻

昭（

一
〇
金
融
連
関
表
作
成
研
、

　
究
を
始
む
。

卓
上
電

．
子
計
算

公
表

共
同
研
究
室

一
九
　
（
四
八
五
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
四
巻
・
第
三
号
）

一
二
〇
　
（
四
八
六
）

時

期時半

一
。
購
鑑
毅
鰐
讐
　
普
及
化

前

一
０
４
０
年
１
・
Ｏ
表
・
結
一
　
果
、
公
表

充

。
簿
顛
哨
所
得
の
新
一
０
４
５
年
事
実
上
新
方
式
に
移

行

一
０
２
８
年
ま
で
遡
及
推
計
一

公
表
（
４
５
年
）

）

拡

年

０
５

一
。
鉾
織
懸
欝
濠

～
６

移
行

Ｍ
４
和

本
格
的
に
県
民
所
得
勘
定

の
整
備
拡
充
進
む
。

昭
（

期

一
〇
県
民
所
得
全
県
集
計
結
果
　
を
経
済
企
画
庁
よ
り
各
年

時半後

。
鱗
灘
譲
一
。
汽
ポ
維
榊
） 　

２
０
９
７
国
民
杜
会
一
　
　
　
　
　
　
一
０
４
９
年
に
昭
４
５
年
１
・
　
蜘
定
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
表
結
果
公
表
　
　
　
　
　
　
一
。
震
経
済
計
一
。
鰯
鉾
魂
躍
　
　
　
　
　
　
　
鶴
霧
一
。
鰯
鰹
灘
欝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
（
５
０
年
）

来将

○
国
民
所
得
統
計
新
Ｓ
Ｎ
一
難
簸
雀
訂
が
要
…

一
０
５
２
年
新
Ｓ
Ｎ
Ａ
に
よ
一

る
推
計
公
表
予
定

Ｖ

　
四
　
県
民
所
得
の
現
行
計
算
体
系

　
県
民
所
得
の
現
行
計
算
体
系
は
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
経
済
企
画
庁

か
ら
提
示
さ
れ
た
「
県
民
所
得
の
標
準
方
式
」
に
則
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
表
章
形
式
や
構
成
項
目
の
概
念
観
定
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
な
っ

た
。
　
（
そ
の
表
章
形
式
に
関
す
る
報
告
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
掲

示
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
参
照
に
譲
る
。
）

　
し
か
し
た
が
ら
、
右
の
問
題
に
関
す
る
研
究
報
告
や
質
疑
応
答
の
な

か
で
、
討
論
の
主
な
焦
点
と
た
っ
た
の
は
、
生
産
概
念
、
県
際
関
係
の

把
握
の
困
難
性
、
資
本
彩
成
１
１
投
資
の
概
念
内
容
の
規
定
な
か
ん
ず
く

個
人
住
宅
建
設
を
投
資
概
念
に
含
め
る
こ
と
な
ど
に
対
す
る
疑
義
に
集

中
さ
れ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

　
五
　
県
民
所
得
統
計
の
今
後
の
発
展
の
た
め
に
残
さ
れ
た
課
題

　
現
在
、
県
民
所
得
統
計
は
、
っ
ぎ
の
発
展
段
階
を
目
指
し
て
の
関
頭

に
立
た
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
軌
道
に
乗
る
た
め
に
は
、
以
下
に
掲



げ
る
よ
う
な
、
諸
々
の
困
難
か
つ
重
大
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
１
、
現
行
標
準
方
式
の
問
題
点
の
整
理
と
中
間
的
都
分
改
訂
の
検
討

　
２
、
精
度
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
向
上
と
県
際
比
較
の
可
能
性
の
向
上

　
３
、
分
析
面
な
い
し
利
用
面
の
推
進
・
開
発

　
４
、
長
期
時
系
列
の
本
格
的
整
備

　
５
、
早
期
簡
易
推
計
の
推
進
・
開
発

　
６
、
市
町
村
民
所
得
統
計
の
指
導
育
成
な
い
し
県
内
地
域
別
所
得
統

　
　
計
の
整
備

　
７
、
県
民
経
済
計
算
の
整
備
開
発

　
８
、
県
民
福
祉
指
標
の
開
発

　
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
早
く
か
ら
各
県
そ
れ
ぞ
れ
に

よ
り
自
主
的
な
取
り
組
み
が
継
続
し
て
行
な
わ
れ
、
経
済
企
画
庁
（
国

民
所
得
部
）
が
そ
の
指
導
育
成
に
あ
た
っ
て
来
て
い
る
が
、
本
報
告
で

も
最
初
げ
」
述
べ
て
お
い
た
と
お
り
、
県
民
所
得
統
計
自
体
の
抱
え
て
い

る
基
本
的
問
題
点
に
鑑
み
、
た
ん
に
理
論
面
あ
る
い
は
実
際
面
の
一
面

の
み
に
堕
す
る
こ
と
な
く
、
両
面
の
相
互
交
渉
の
上
か
ら
、
正
鵠
を
得

た
研
究
開
発
や
推
計
実
施
が
進
め
ら
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

共
同
研
究
室

二
一
　
（
四
八
七
）




